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上田市における災害対策本部設置基準等 

（上田市地域防災計画より抜粋・令和７年４月現在） 

 

１ 災害対策本部の設置基準 

（１）上田市で震度６弱以上の地震が発生した場合（自動設置） 

（２）次の場合で市長が必要と認めたとき。 

  ・上田市で震度５弱又は５強の地震が発生した場合 

・気象庁が上田地域に係る気象に関する特別警報を発表した場合 

・長野地方気象台より、特別警報の発表に関する情報の事前提供があった場合 

  ・災害が起こっており、さらに相当規模の災害が予想される状況に至った場合 

  ・上田市全域にわたって大災害が発生した場合 

  ・上田市全域にわたって大災害の発生が予想される状況に至った場合 

  ・局地的な災害であっても甚大な被害が発生した場合 

（３）甚大な被害が発生し、市民の生命、身体及び財産の保護を必要とする場合で、市長が

必要と認めた場合 

 

２ 災害対策本部の設置場所 

  ・設置基準に基づき、速やかに本庁舎内に設置する。 

  ・本庁舎が被災した場合の予備施設の順位は、①ひとまちげんき・健康プラザうえだ、    

②真田地域自治センター、③丸子地域自治センターとする。 

 

３ 避難の情報 

（１）高齢者等避難 

   要配慮者とその支援者が安全な場所へ避難することを促すために発令する。 

（２）避難指示 

   危険な場所から全員を避難させるために発令する。 

（３）緊急安全確保 

   既に災害が発生または切迫しており、直ちに身の安全の確保を促すために発令する。 

○ 避難情報を発表する場合 

・長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警報が発表され、避難を要

すると判断される地域 

・長野地方気象台から豪雨、台風等に関する気象警報が発表され、避難を要すると判断さ

れる地域 

  ・長野県、長野地方気象台から共同で土砂災害警戒情報が発表され、避難を要すると判断

される地域 

  ・豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要すると判断される地域 

   ・河川が避難判断水位・はん濫危険水位を突破し、洪水のおそれがある地域 

  ・河川上流が水害を受け、危険がある下流の地域など 

 

※ 市では、洪水及び土砂災害に関する避難指示等の発令基準を定めた「上田市避難情報の

判断・伝達基準」（P74）に基づき対応しております。 
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「長野県地震被害想定調査報告書（概要版）」における上田市の被害想定 

 

１ 地震別の上田市の最大震度（主なものを抜粋） 

 

種類 地震名 最大震度 

内陸型地震 

（活断層型地震） 

長野盆地西縁断層帯の地震（ケース３） ５強 

糸魚川－静岡構造線断層帯の地震 

全体 ７ 

北側 ６強 

南側 ５弱 

伊那谷断層帯（主部）の地震（ケース３） ５弱 

阿寺断層帯（主部南部）の地震（ケース１） ４ 

木曽山脈西縁断層帯（主部北部）地震（ケース１） ４ 

境峠・神谷断層帯（主部）の地震（ケース１） ５弱 

海溝型地震 
想定東海地震 ５弱 

南海トラフ巨大地震（陸側ケース） ５強 

 

２ 上田市における最大被害 【糸魚川－静岡構造線断層帯（全体）の場合】 

                               

項 目 条件・定義 想定数値 

建物被害（全壊・焼失） 冬１８時・強風時 ５，７３０ 棟 

人的被害（死者数） 

夏１２時・強風時 

２，０１０ 人 

人的被害（負傷者数） ２，２００ 人 

人的被害（負傷者のうち重傷者数） １，１４０ 人 

避難者 
被災２日目 

冬１８時・強風時 
３０，３２０ 人 

ライフライン被害 

上水道 被災直後（断水） １４０，４５０ 人 

下水道 被災直後（支障） １３７，８８０ 人 

ガス（都市ガス） 被災直後（供給停止） ０ 戸 

電 力 被災直後（停電） ６６，７６０ 軒 

物資不足 

（過不足量） 

食 料 
１日後 

冬１８時・強風時 

△２，７８０ 食 

飲 料 △２８７，２５０ ㍑ 

毛 布 △１２，０７０ 枚 

  ※人的被害は観光客を考慮した場合を示す。  
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糸魚川－静岡構造線断層帯（全体）の地震の地表震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上田市 

震度７ 



- 59 - 

自主防災組織における訓練実施状況 

 

 

１ 自主防災組織訓練実施状況（年度別）             

年  度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 年度平均 

訓練実施組織数 192 57 76 54 100 83 94 

訓練実施率 80％ 24％ 32％ 22％ 42％ 34％ 39％ 

 

２ 令和６年度自主防災組織別訓練実施状況（地域別） 

 自治会数 訓練実施数 実施割合 

上田地域 １６０自治会 ６３自治会 ４０％ 

丸子地域 ２７自治会 １１自治会 ４１％ 

真田地域 ３６自治会  ７自治会 １９％ 

武石地域 １８自治会  ２自治会 １１％ 

合 計 ２４１自治会 ８３自治会 ３４％ 

 

 

３ 令和６年度自主防災組織別訓練種目別実施状況 

訓
練
種
目 

情
報
収
集
・
伝
達 

避
難
訓
練 

消
火
訓
練 

救
出
・
救
護
訓
練 

給
食
・
給
水
訓
練 

水
防
訓
練 

資
器
材
取
扱
訓
練 

避
難
所
運
営
訓
練 

総
合
訓
練 

危
険
箇
所
点
検 

Ｄ
Ｉ
Ｇ 

Ｈ
Ｕ
Ｇ 

ク
ロ
ス
ロ
ー
ド 

講
話
等 

訓
練
実
施 

自
治
会
数 

50 46 91 10 7 6 30 7 0 4 0 0 2 13 

※数種目の訓練を組み合わせて実施しているケースもあります。 
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令和８年度上田市防災訓練について（案） 

 

 

１ 目的・内容 

  甚大な被害が予測されている糸魚川―静岡構造線断層帯全体を震源とする大規模地震

や、局地的な豪雨災害に対し、「市民が自ら考え、行動する訓練」を基本とした「自助・

共助」の訓練を継続して実施することにより、上田市地域防災計画に基づき、有事にお

いて即応できる防災・減災体制の構築及び住民の防災意識の高揚を図ります。 

 

 

２ 開催日時   令和８年８月２９日（土） 午前中 

 

 

３ 場  所   上田市全域 

 

 

４ 重点地区および訓練会場    

重点地区 訓練会場 

上田地域 

西部地区（１２自治会） 西小学校 

東塩田地区（９自治会） 東塩田小学校 

丸子地域 塩川地区（６自治会） 塩川小学校 

真田地域 長地区（１１自治会） 真田中央公民館 

武石地域 武石地区（１８自治会） 築地原トレーニングセンター 

 

※  重点地区以外の地区（自治会）においては、本訓練実施に併せて、自治会単位での防災

訓練や、近隣の訓練会場での参観、保有する防災用資器材の点検・整備などに取り組んで

いただくことで、市全域で防災・減災への意識の醸成を図ることができるよう、可能な範

囲でご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 61 - 

 

自主防災組織防災用資器材購入補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、住民が隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行い、防災思想の

高揚及び防災事業を推進し、災害による被害の防止及び軽減を図るため、自主防災組織の

防災用資器材購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補

助金等交付規則（平成１８年上田市規則第４６号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （対象事業及び補助額） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、次のとおりとする。 

対象事業 対 象 経 費 補 助 率 

防災用資器材購入 

補助事業 

防災用資器材の購入 

に要する経費 

２分の１以内。 

ただし、５万円を限度とする。 

 

 

自主防災組織防災用資器材購入補助金交付要綱第２条により対象となるもの 

令和７年度補助対象資器材品目（５０音順・６０品目） 

品  名 品  名 品  名 

合図灯 雨具 一輪車 

ＡＥＤ、パッド類 拡声器 掛矢 

ガスコンロ ガスボンベ 簡易トイレ 

※感震ブレーカー ※感染症対策用品・ﾏｽｸ類 救急用品（ｶﾊﾞﾝ含） 

救助工具一式 給水用具 強力ライト 

車イス 警笛 ※CATV視聴用器具 

ゴーグル コードリール ※資器材の保管庫 

敷マット・寝袋・ベッド ジャッキ 消火器 

浄水器・※保存水 水中ポンプ スコップ 

炊出用具 担架 チェーンソー一式 

つるはし 鉄線 鉄線カッター 

手袋（革手、軍手等） テント・パーテーション 天幕 

唐くわ 投光器 土のう袋・砂 

とび口 トランシーバー 長靴（安全靴） 

なた のこぎり バール 

はしご 発電機・蓄電池 ハンマー 

標識 ブルーシート ヘッドライト 

ヘルメット ペンチ 毛布 

ラジオ リヤカー ※冷暖房器具 

ロープ ※Wi-Fiルーター設備 腕章・安全ベスト 
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※ 感震ブレーカーについて 

・第一次避難場所に設置するものに限り対象とします。電気工事を伴うものについては、

製品本体の購入費のみ対象とします。（工事費は対象外） 

※ 感染症対策用品・マスク類について 

・救出救護活動や避難所での感染症対策で使用するものを対象とします。 

   例：手指消毒液、屋内用間仕切り、飛沫防止シート、消毒液を入れる容器、防煙・防じ

んマスク、サージカルマスク、不織布マスク、フェイスシールドマスク 

※ CATV視聴用器具について 

・災害情報収集用として使用するもので、地元ケーブルテレビ事業者が提供する番組（Ｃ

ＡＴＶチューナーを必要とする番組を除く）を視聴するために必要な初期投資費用に限る。    

例：加入経費、引込費、テレビモニター購入費 

・月々継続的に必要となる費用は除く。（例：ＮＨＫ受信料、ケーブルテレビ利用料） 

※ 資器材の保管庫について 

・基礎工事やアンカー工事が伴わない簡易なもの（キャビネット型や小型の保管庫で、概

ね１０万円程度までのもの）を対象とします。 

※ 保存水について 

・保存期間が５年以上のものを対象とします。 

※ 冷暖房器具について 

・例：対流形石油ストーブ、扇風機（大型タイプ等）など 

   電気を使用する器具を購入する場合は、停電時にも使用できるような対策を併せて検討

してください。 

※ Wi-Fiルーター設備について 

・第一次避難場所での災害情報収集用として、Wi-Fi環境を整備するための初期投資費用

を対象とします。（ルーター機器購入費、通信初期契約費）通信使用料は対象外 

 

 

 自主防災組織原材料購入補助金交付要綱  

（災害発生時の炊出し補助） 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、災害(災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 2条第 1号に規定する

災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、自主防災組織が行う炊出

しに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平

成 18年規則第 46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （対象経費及び補助率） 

第２条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。 

対 象 経 費 補 助 率 

炊出しのために必要な原材料の購

入に要する経費 
２分の１以内。ただし、５万円を限度とする。 
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（様式１） 

 

防 災 訓 練 実 施 計 画 届 出 書 

令和   年   月   日 

 

（提出先） 上 田 市 長 

（危機管理防災課） 

団 体 名                

 

代 表 者                

 

 

電話番号                

 

 

 次のとおり防災訓練を実施しますので届け出ます。 

１ 訓練日時 

 令和   年   月   日 （   曜日） 

 

 午前           午前 

       時    分から        時    分まで 

 午後           午後 

２ 訓練場所  上田市                            

３ 訓練内容  

４ 参加予定人員     人 （ 男性   人 ・ 女性   人 ） 

５ 訓練実施責任者 

 住 所                            

 

 氏 名           電話番号             

６ その他  

様式は上田市ホームページにも掲載しています。 
上田市危機管理防災課 

FAX：25-4100 

e-mail：kiki@city.ueda.nagano.jp 
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（様式２） 

消 火 栓 使 用 申 請 書 

令和   年   月   日 

 

（提出先） 上田市長  

（管轄の消防署） 

 

                      団 体 名                

 

                      使用者住所                  

 

                      氏   名                  

  

 消火栓を使用したいので下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 使用消火栓所在地 

 

  上 田 市                                  

 

２ 使用理由 

 

 

 

３ 使用量               ㎥ 

 

 

４ 使用日時 

 

      令和   年   月   日 （  曜日） 

 

      午前             午前 

            時   分から       時   分まで 

      午後             午後 

 

 

５ その他 

 

 

 

 

 

様式は上田市ホームページにも掲載しています。 
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（様式３） 

 

防 災 訓 練 実 施 報 告 書  

令和   年   月   日 

 

（提出先） 上 田 市 長 

（危機管理防災課） 

団 体 名                

 

代 表 者                

 

電話番号                

 

 

 次のとおり防災訓練を実施しましたので報告します。 

１ 訓練日時 

 令和   年   月   日 （   曜日） 

 

 午前           午前 

       時    分から       時    分まで 

 午後           午後 

２ 訓練場所  上田市                           

３ 訓練内容  

４ 参加人員     人 （ 男性   人 ・ 女性   人 ） 

５ 訓練実施責任者 

 住 所                            

 

 氏 名           電話番号             

６ その他  

 

  
様式は上田市ホームページにも掲載しています。 

上田市危機管理防災課 

FAX：25-4100 

e-mail：kiki@city.ueda.nagano.jp 



- 66 - 

様
式

19
 

避
 
 
難
 
 
者
 
 
名
 
 
簿
 

（
 
 
 
）
枚
目
中
（
 
 
 
）
枚
 

避
難
責
任
者
 
 
 
 
 
 
 
 
自
治
会
長
 氏

名
 

そ
の
他
特
記
事
項
 

               

4
人
家
族
本
人
以
外
安
否
不
明
 

避
難
者
が
直
接
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
世
帯
主
は
氏
名
の
前
に
○
を
記
入
 

自
治
会
長
は
取
り
ま
と
め
、
避
難
場
所
常
駐
職
員
ま
た
は
避
難
場
所
開
設
職
員
に
渡
し
て
く
だ
さ
い
。
 

避
難
場
所
常
駐
職
員
（
避
難
場
所
開
設
職
員
）
 
→
 
対
策
（
警
戒
）
本
部
 

避
難
場
所
名
 

負
傷
の
状
況
 

               

右
足
首
捻
挫
、
軽
い
焼
け
ど
 

年
齢
 

               52
 

 

性
別
 

               男
 

住
 
 
 
 
所
 
 
（
自
治
会
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

（
 
 
 
）
 

上
田
市
大
手

1-
11
-1
6（

大
手
町
）
 

避
難
者
氏
名
 

               

○
上
田
 
太
郎
 

避
難
日
時
 

               

記
入
例
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
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- 68 - 

我が家の防災チェックリスト 

 

突然の地震に備えて 

□ 大きな家具は必ず固定を 

□ タンスの上は大丈夫であるか。小さな物でも当たると危険 

□ 避難通路の確保を（玄関から出られるとは限りません） 

□ 車の鍵などは、家の数カ所に分散して保管 

□ 枕元に厚手のスリッパを（ガラスや食器が意外な凶器に） 

 

家族同士の連絡方法 

○電話が一時的にパンクする可能性があります。 

 遠くの親戚（被災地域以外に住む方）などは、電話がつながる可能性が高いので、事

前に誰に情報を集めるかを決めて、その協力を親戚などに頼んでおきましょう。（三角

連絡報） 

 

○大規模災害時には、１７１番（災害用伝言ダイヤル）が利用できます。 

１７１番を押して、音声メッセージに従って伝言を録音すると、自宅など指定した電

話番号で他の人が伝言を聞くことができます。 
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非常持出品 

避難時に持ち出すもので、最低限必要なもの（各人の状況に応じてご準備ください）。 

 

□ 飲料水（１人１リットル程度）   

□ 非常食（缶詰、ビスケット、チョコレート）  

□ 毛布    

□ 貴重品（預金通帳、印鑑、現金など） □ 軍手・手袋（厚手の手袋） 

□ 携帯電話・充電器・モバイルバッテリー □ 懐中電灯 

□ 携帯ラジオ □ 予備の電池 □ マッチ・ライター 

□ ヘルメット・防災ずきん □ ろうそく  

□ ロープ □ ナイフ・缶切り □ 時計 

□ ホイッスル □ レジャーシート □ ビニール袋 

□ タオル □ 石鹸 □ ティッシュ □ 安全ピン 

□ 歯ブラシなどの洗顔用具 □ 上着・下着・防寒着 

□ 筆記用具（ノート、鉛筆など） □ 生理用品 □ マスク 

□ 寝袋 □ レインコート □ 布ガムテープ  

□ 体温計・毛抜き・綿棒・爪切り □ ウェットティッシュ（アルコール消毒液） 

□ 医薬品（持病薬・おくすり手帳）  

 

小さな子どもがいる家庭は 

□ 粉ミルク □ 紙おむつ 

□ ほ乳びん □ 母子手帳 

 

※個々の事情にあわせて物品を 

調整する必要があります。 

 

 

 

 

災害用備蓄品 

救援物資が届くまで自給自足するためのもの。水や食料は最低３日分、できれば１週 

間分を準備しましょう。 
 

□ 飲料水 １人１日３リットル 

□ 食料（缶詰、レトルト食品、カップ麺など） 

□ カセットコンロ・ガスボンベ □ ポリ袋・食品用ラップ 

□ 簡易トイレ・トイレットペーパー □ 懐中電灯 □ 携帯ラジオ 

□ 予備の電池 □ 給水袋 □ 給水用ポリタンク 

 

※ まとめておきたいもの 

  紙製の証書や証明書、印鑑などはファスナー付きビニールケースに入れておくと、防水に

なります。万一のために家族の写真を持ち歩くのもよいでしょう。 
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警報・注意報発表基準一覧表 
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 災害で被災した場合のお問い合わせ先  

 

 災害の種類や程度によって支援が受けられない場合がありますので、担当課へお問

い合わせください。 

 

 内  容 お問い合わせ先 

１ 
防災全般 

り災証明（火災を除く） 

危機管理防災課 

電話 ２１－０１２３ 

２ 道路や河川の復旧 
土木課 

電話 23－5126・23－8242 

３ 農地や農業施設の復旧 
農地整備課 

電話 ２３－５１２３ 

４ 林道や治山施設の復旧 
森林整備課 

電話 ２３－５１２４ 

５ 防疫（消毒） 
環境政策課 

電話 ２３－５１２０ 

６ ごみの処理 
廃棄物対策課 

電話 ２２－０６６６ 

７ 市税の減免 
税務課 

電話 ２３－５１１５ 

８ 市営住宅の入居 
住宅政策課 

電話 ２３－５１７６ 

９ 災害見舞金 
福祉課 

電話 ７１－８０８１ 

１０ 介護保険料の減免 
高齢者介護課 

電話 ２３－６２４６ 

１１ 
国民健康保険税の減免 

後期高齢者医療保険料の減免 

国保年金課 

電話 75－7101・23－5118 

１２ 中小企業融資あっせん（市・県制度） 
商工課 

電話 ２３－５３９５ 

１３ 上下水道料金の減免 
サービス課 

電話 ７５－１０９２ 

１４ り災証明（火災の場合） 
上田地域広域連合消防本部予防課 

電話 ２６－００２９ 

 ※１～１２については、丸子・真田・武石の各地域自治センターで対応させていただく場合 

があります。 
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 防災関係機関お問い合わせ先  

 

名   称 内容 
電話番号 

（市外局番０２６８） 

上田地域広域連合消防本部 

火災、水害、救助、救急など 

２６－０１１９ 

緊急通報１１９ 

上田中央消防署 ２６―００１９ 

上田南部消防署 ３８―０１１９ 

上田東北消防署 ３６―０１１９ 

川西消防署 ３１―０１１９ 

丸子消防署 ４２―０１１９ 

真田消防署 ７２―０１１９ 

依田窪南部消防署 ６８―０１１９ 

上田市役所 

（危機管理防災課） 

災害対策本部、災害情報、避

難情報など（災害に関わる総

合的な窓口） 

２２―４１００(代) 

２１―０１２３(直) 

丸子地域自治センター 

（丸子地域振興課） 

管轄地域内の災害情報、避難

情報など 

４２―３１００(代) 

４２―１２１０(直) 

真田地域自治センター 

（真田地域振興課） 

７２―２２００(代) 

７２―２２０１(直) 

武石地域自治センター 

（武石地域振興課） 

８５―２３１１(代) 

８５―２８２４(直) 

上田警察署 

交通事故、救助など 

２２―０１１０ 

緊急通報１１０ 

丸子警部交番 
４２―０１１０ 

緊急通報１１０ 

長野県上田地域振興局 県有施設の災害など 
（合同庁舎代表） 

２３―１２６０ 

長野県上田建設事務所 県道、県管理河川復旧など 
（合同庁舎代表） 

２３―１２６０ 

長野県上田保健福祉事務所 保健衛生、感染症被害など 
（合同庁舎代表） 

２３―１２６０ 

長野県上田水道管理事務所 県営水道の復旧など ２２―２１１０ 

NTT東日本長野支店 電話の復旧など そのまま１１３をダイヤル 

中部電力パワーグリッド㈱ 

上田支社 
停電復旧など ０１２０－９８４－５３６ 

上田ガス㈱ 都市ガスの復旧など 

（エルピーガスの復旧は契約

業者へ） 

２２－０４５４ 

長野都市ガス㈱東信支店 ０２６７－６８－５２５２ 

 


